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【議案（条例その他）１～４頁 県報第１号】 

神奈川県県税条例の一部を改正する条例（専決処分）の概要 

１ 改正の趣旨 

「地方税法等の一部を改正する法律」（令和３年３月31日公布、一部の

規定を除き同年４月１日施行）の施行に伴い、自動車税の種別割の税率の

特例に関する規定等の改正について、急施を要し専決処分したので、承認

を求めるものである。 

２ 改正の内容 

（1） 不動産取得税の税率の特例の延長

不動産取得税（住宅又は土地）の税率の特例措置（４％の本則税率

に対し３％の軽減税率を適用）の適用期限が３年延長されたことに伴

い、条例に規定する特例措置の適用期限を延長した。（附則第27項関

係） 

(2) 自動車税の種別割に係るグリーン化特例の適用期限の延長等

  燃費性能等の優れた自動車の税率を軽減する措置（グリーン化特例

の軽課）の対象について、自家用乗用車においては、クリーンディ

ーゼル車を除外し、営業用乗用車等においては、電気自動車等や新

たな燃費基準の一定割合を達成した自動車に限定した上で、適用期

限を２年延長するなど、所要の改正を行った。（附則第31項、第33

項～第38項関係） 

３ 施行期日 

  令和３年４月１日 

４ 専決処分年月日 

  令和３年３月31日 
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